
�. 緒 言
本研究は､ ��世紀末から����年８月ブラジル・サル

バドール世界大会までの､ 国際ソーシャルワーカー連盟

�以下 ｢ＩＦＳＷ｣ という｡ �の動向を､ �年に�度開催

される世界大会並びに同会の総会の内容を詳細に分析し､

わが国のソーシャルワーク学への影響を考察するもので

ある１｡ その上で､ わが国のソーシャルワーク学に関す

る喫急の課題を提示することを目的とする｡ 本研究の目

的を達成するため､ 本稿では､ 第一にわが国における国

際社会福祉に関する研究動向に関する文献研究を行った｡

この文献研究において国際社会福祉に関する研究の到達

点と射程を明らかにすることとした｡ そのうえで､ 第二

にＩＦＳＷが同会の総会時に公表し､ 採決を行う２年ご

との活動報告書に焦点をあて､ ＩＦＳＷの活動の焦点が

最近の��年間でいかに変化してきたのかを整理する｡ Ｉ

ＦＳＷの活動の焦点は､ ＩＦＳＷの政策文書で明確にさ

れているため､ 同政策文書の内容と特質について分析し

ていくことにする｡ そして第三に上記のサルバドール世

界大会での議論の内容を記述し､ ����年に向けてＩＦＳ

Ｗが何を問題とし､ 活動の焦点をどこにあてているのか

をとりまとめる｡

こうしたＩＦＳＷの動きに焦点をあてる理由は､ ＩＦ

ＳＷの歴史と規模並びに活動の実績からみて､ ��世紀初

頭の国際情勢において､ ソーシャルワークを代表する国

際的な職能団体の連合体は他に類がないためである｡ ま

た､ ＩＦＳＷは国際社会福祉協議会 (以下 ｢ＩＣＳＷ｣

という｡) や国際社会福祉学校連盟 (以下 ｢ＩＡＳＳＷ｣

という｡) との連携を深め､ 国際連盟のサブ委員会にも

組織の代表を送り込んでいる世界的に認知されたＮＧＯ

であるためでもある｡ つまり､ 国際ソーシャルワークの

動向を把握するためには､ ＩＦＳＷの動向を的確にとら

えることが欠かせないと考えられるからである｡ ＩＦＳ

Ｗが国際ソーシャルワークを代表する組織であるとの認

識に立ち､ 第四にＩＦＳＷの動向をわが国のソーシャル

ワークを取り巻く動向に引き寄せ､ わが国のソーシャル

ワークに関する議論に欠落していること､ 不明確なこと

などを抽出していくことにする｡ 以上､ ４つの検討を踏

まえて､ 本研究の目的に到達しようとするものである｡

�. 先行研究プレビュー
本節では､ わが国における国際社会福祉に関する研究

動向に関する文献研究を行った｡ この文献研究において､

わが国の国際社会福祉に関する研究の到達点と射程を明

らかにすることとした｡

岡本������は､ 今日の世界情勢を概観し､ 経済・情報・

環境などの側面がグローバリゼーションを促進する結果

をもたらし､ 資本主義社会の進展を見た反面､ 南北間に

おける格差問題や深刻化する貧困問題､ 多発する感染性
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－IFSWブラジル大会の議論を踏まえて－

Movement of International Social Work and Issues in Japan
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本研究は､ ��世紀末から����年�月ブラジル・サルバドール世界大会までの､ 国際ソーシャルワーカー連盟の動向

に着目し､ わが国のソーシャルワーク学への影響を考察するものである｡

本研究では､ わが国のソーシャルワークに関する議論が､ ＩＦＳＷが提唱する国際的なソーシャルアクションを期

待できるところに到達しているとはいえず､ ソーシャルワークの理念としての人権と社会正義の相互作用についても

議論が曖昧なままであるという示唆を得た｡

したがって､ 本研究で得た結論は､ わが国のソーシャルワーク学を発展させるためには､ 国際的なソーシャルワー

クに係る哲学・思想・理念など基礎的な研究を積上げ､ ソーシャルワーカーに期待される役割理念である人権の擁護

と社会正義の実現について､ 更なる議論が必要であるというものである｡

キーワード：国際ソーシャルワーク､ ＩＦＳＷ､ 人権擁護､ 基礎研究
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疾患､ 民族紛争による戦争や殺害やそれに伴う難民問題

など生活の基本に関わる諸問題が大量発生し､ その拡大

と拡散の傾向が一層顕著になったとグローバリゼーショ

ンのマイナス面を指摘している｡ また､ グローバリゼー

ションのミクロレベルの影響は､ 人々の生活内容や生活

様式の多様化と個性化などの問題であり､ マクロレベル

の影響として､ 地球規模による同一化・共通化・等質化

の波があり､ 人々の暮らしや政治に直結するような動揺

と混迷・混乱を招いているとしている｡ つまり､ 社会福

祉学の焦点が､ 人々の����������の到達にあるとすれ

ば､ こうしたグローバリゼーションの影響を看過できな

いとするのである｡ したがって､ 国際社会福祉研究の目

的は､ 少なくとも諸外国の社会福祉事情を知ることのみ

を目的とするものではないとしている２｡ こうした岡本

の認識は､ わが国の社会福祉研究が一般的に､ 福祉先進

国から制度や専門職養成のあり方､ 専門技術や方法を学

び､ 日本の社会福祉情勢の不備や欠陥を改善や修正する

ためになされてきたという側面が強かったという先達者

の認識に一致している３｡ しかしながら､ 岡本は一歩踏

み出して､ 自主的な非営利組織が国内のみならず海外に

向けてさまざまな支援活動を展開するようになることを

期待しているのである｡ この非営利組織にはさまざまな

���や���が想定でき､ 日本ソーシャルワーカー協会

のような専門職能による���も当然に含まれていると

推測できる｡ さらに岡本は国際社会福祉研究の方法とし

て､ 時間軸を設定することが重要であり､ その時間軸に

よる動向や潮流の把握が日本と比して相違点・共通点・

同一性・等質性を問うことにより成立するとしている４｡

岡本は､ 社会福祉の国際比較が単なる諸外国の福祉事情

の研究にとどまらず､ 両者の背景や原因､ 生成の経過､

具体的内容等の精緻な認識把握をし､ 精密な分析吟味・

的確な判断などを行って､ 導入・採用をしていくために

なされるのだとしている｡ 同様に埋橋������は､ 国際社

会福祉研究の比較対象は､ ①制度間の比較､ ②グループ

間の比較､ ③問題別の比較､ ④国と国の比較であるとし

た５｡ また､ 埋橋は､ 国際社会福祉研究の比較対象を援

助論､ すなわち､ 社会福祉援助技術論またはソーシャル

ワークに引き寄せて考える時､ 対人社会サービスは人に

よって担われ､ そのため ｢質｣ の評価と比較が必要にな

るが､ ｢質｣ の評価と比較は ｢数量｣ の評価と比較より

も難しいと述べている６｡ つまり､ ソーシャルワークの

国際比較を行おうとした場合､ 岡本が指摘する国際比較

の前提条件や指標､ さらには埋橋の指摘など多様な論点

を踏まえ､ 議論を集約していく必要がある｡ こうした議

論の集約に示唆を与える指摘として､ 秋元������が指摘

した国際社会福祉と国際ソーシャルワークの相違点に関

するとりまとめが参考になる７｡ すなわち､ 秋元は､ 国

際社会福祉とは人々の福祉を国際的コンテクストの中で

記述し､ 理解し､ 評価し､ 改善することに関する活動分

野であり､ 国際ソーシャルワークとは､ ソーシャルワー

クプロフェッションおよびそのメンバーによる国際的な

プロフェッショナルな行為とその能力をさすとしている｡

また､ 国際ソーシャルワークの対象は､ 最初から地球上

のすべての人々であり､ [国際社会福祉≠地球市民や世

界福祉] であり､ 国際ソーシャルワークの視点は､ 一国

からのみの発想を拒否するという視点が必要であるとし

ている｡ 一方､ 井岡 (����) は､ 国際社会福祉と人間開

発や社会開発､ 人間の安全保障とが重なり､ 広義には同

義語になりつつあるとの認識を示し､ 国連開発計画やミ

レニアム開発目標も国際社会福祉のターゲットであると

し､ 貧困・不平等､ ジェンダー､ 安全､ 災害､ 内なる国

際化､ 外等の問題も検討すべき課題であるとしている８｡

このような指摘を踏まえて､ 本研究においては､ 国際ソー

シャルワークとは､ 国際社会福祉がターゲットとしてい

るすべての社会問題に対するソーシャルワーク専門職及

びそのメンバーにより構成された職能団体による国際的

な行為とその力量であると定義しておきたい｡ したがっ

て､ 本研究の研究射程は､ ①ラテンアメリカにおけるソー

シャルサービスや社会サービスの検討ではなく､ ②ソー

シャルワークの分野・領域論でもない｡ また③国際社会

福祉でいう制度論・政策論でもなく､ ④ＩＦＳＷの動向

に着目した国際ソーシャルワークにかかる概論であり､

ソーシャルチェンジのためのソーシャルアクション論で

ある｡ なお､ 研究上の倫理的配慮として本研究は､ ミク

ロ・メゾ･レベルでの人権侵害やマクロレベルでの権利

侵害が生じる可能性の極めて少ない文献・資料研究並び

に大会等への参加型情報収集研究とした｡

��ＩＦＳＷの動向
本節では､ ＩＦＳＷが同会の総会時に２年ごとに公表

し､ 採決を行う活動報告書に焦点をあて､ ＩＦＳＷの活

動の焦点が最近の��年間でいかに変化してきたのかを

整理する｡ 以下���～���はＩＦＳＷのホームページに公

開されている報告文書であり､ ���は����年度総会議事

録の抜粋である｡

(1) 1998－2000 活動報告９

ＩＦＳＷのメンバーは��カ国��団体､ 会員数＝��

万人になった｡ ＩＦＳＷは､ ＩＡＳＳＷとＩＣＳＷとの

協力体制のもと､ ����年の世界大会は共同開催にしてい

く｡

人権委員会は､ グアテマラで多発しているストリート・

チルドレンへの性的虐待や東ティモールでの事件に関心

を寄せた｡ この�年間の大きな人権問題には�つの問題

があり､ それら①人種差別撤廃､ ②難民及び収容所に収

監された者への対応､ ③年少者の問題である｡

倫理委員会は､ ソーシャルワークの倫理に関するステー

トメントの作成準備を進め､ そのゴールは����年とし

た｡

子どもの人権に関する取組みは､ ①兵役に関する協定

づくり､ ②子どもの売買の禁止､ ③子どもの売春及び児

研究紀要 第10号
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童ポルノの禁止に及んでいる｡ ����は､ 子どもの人権

に関する問題への対応を国連人権高等弁務官と交渉した｡

ＩＦＳＷが有しているステートメントは､ ①健康､ ②�

�������､ ③人権､ ④移住､ ⑤個人情報保護､ ⑥難民､

⑦地域コミュニティー､ ⑧若年者､ ⑨高齢者､ ⑩女性で

あり､ そのうち､ この間の会議で�つのステートメント－

⑨高齢者と⑩女性－を採択した｡

ソーシャルワークの定義は､ ����年７月に改訂のため

の特別対策本部を立ち上げ､ ����年�月のカナダ・モ

ントリオールの総会を改訂のゴールとすることにした｡

ＩＦＳＷが直面している問題で､ 特に重要なことに､ 子

どもの性的虐待があり､ 国連・子どもの権利条約に即し

た､ 子どもの権利マニュアルづくりを数年間､ 続けてい

る｡

(2) 2000－2002 活動報告１０

ＩＦＳＷは､ すべてのテロリズムに反対することを表

明した｡ 武力紛争の中の子どもの人権を保護する必要性

から､ ����年�月に､ 子どもの権利条約に加えて､ 武力

紛争への子どもの参加の教養の制限並びに子どもの売春

及びポルノ利用の禁止に関する条約が採択され､ ��歳未

満の子どもの武力紛争及び交戦状態への参加の禁止と武

力紛争への子どもの参加の募集への厳格な制限がなされ

ようとしている｡

倫理の声明は����年の採択めざし準備し､ ｢環境｣ を

組み入れることに合意した｡ ソーシャルワーク教育のグ

ローバルスタンダードもＩＡＳＳＷとともに作業が進み､

共同で採択した｡ アジア会議は日本の長崎で準備が進ん

でいる｡

『ソーシャルワークと子どもの権利マニュアル』 を出

版した１１｡ 少なくとも６億人の子どもが�日�ドル未満

で生活し､ 予防可能な疾病や栄養失調で�歳に至るまで

に毎年����万人が死亡する｡ また､ 国籍を得る権利が守

られていない�歳未満の子どもが����万人いる｡ 人間

の普遍的な価値である人権は､ 子どもの権利からはじま

る｡ 欠乏と排除を克服する努力とそのガイドラインが必

要であるとＩＦＳＷは確信し､ このことからＩＦＳＷは､

����年�月に開催された国連子どものための特別会議－

政府の首脳や元首､ ���の代表など､ 子どもの権利擁

護者や子ども自身が集まった－の時､ ＩＦＳＷはこのマ

ニュアルを提供した｡

ＩＡＳＳＷとＩＣＳＷとの協力により､ ソーシャルワー

クの新しい定義を共同で採択した｡ ＩＡＳＳＷの関与は､

ソーシャルワーク教育の可能性と､ 人道主義による活動

にソーシャルワークを学ぶ学生を巻き込む､ 新しい手段

を提示した｡ ＩＦＳＷとＩＣＳＷとは､ 健康とメンタル

ヘルスに関するソーシャルワーク会議で協働している｡

人権委員会は､ 人権がソーシャルワークの価値と実践の

中核として位置づけられることを支持し､ ソーシャルワー

クは､ 人権に関する議論及び地球上の脆弱な人々の人権

の保護の実現への努力と貢献をするべきことを確認した｡

グローバル・ソーシャルワーク・デイは､ 世界中で進展

した１２｡

(3) 2002－2004 活動報告１３

アジア・太平洋圏は､ 地域ネットワークづくりに相当

の時間を費やした｡ 長崎����会議は����のために中止

になった｡ 人権に関するステートメントの検討は引き続

き行われている｡ 人権委員会は､ ��ヶ月間のリーダー不

在を経験し､ ＩＡＳＳＷとの協調がうまく進まなかった｡

しかし､ 協調の道は模索し続けられている｡

倫理に関する原理とスタンダードについても引き続き

行われている｡ そのための調査研究は進行中である１４｡

倫理に関する新しい挑戦は､ グローバル基準を促進させ

る新しい方法を見つけることである｡ ＩＡＳＳＷとＩＦ

ＳＷの連携はソーシャルワーク学生の国際的な倫理ドキュ

メントを提示する新しい機会を用意した１５｡ 政策ステー

トメントは､ ⑪グローバル化､ ⑫先住の人びとの�つを

追加採択した１６｡

女性のステータスに関する委員会は､ ����年�月にア

メリカ・ニューヨークで､ �つのテーマ－①ジェンダー

均等､ ②男女共同参画－について議論した｡

ＩＡＳＳＷとＩＣＳＷとの連携は､ ����年に向けて続

けられている｡ ＩＡＳＳＷとともに����年�月に人権ワー

クショップを開催し､ ����年�月にグローバル・ソーシャ

ルワーク・デイを国連に働きかけた｡ グローバル・ソー

シャルワーク・デイのテーマ－子どもと家族のための国

連ミレニアム・アジェンダについて－であり､ それらは

国連ミレニアム開発のゴール－貧困の根絶､ 飢餓､ ジェ

ンダー問題､ 人権､ ��������－と一致した｡

ＩＦＳＷのテロリズムとの戦いは ｢恐怖との戦い｣ で

ある｡ 世界で��億人以上の生命が極貧や社会的不正義に

よって失われ､ 武器に費やされるレベルは増幅し続けて

いる｡

アムネスティ・インターナショナル (以下 ｢��｣ とい

う｡) は､ ボランティアを動員する｡ 人権侵害の犠牲者

に結束力やエネルギーを与えるボランティアを､ ��は

世界中のメンバーや支持者とさまざまなネットワークを

持っており､ その数は､ おおよそ���カ国以上���万人

である｡ ��は､ 政治的な殺戮の消滅を求めてキャンペー

ンをしている｡ 例えば､ 予告なしの死刑・拷問・その他

の残酷な刑罰､ 非人間的な罰に反対すること､ 裁判にか

けられずに罰せられない権利､ 良心の囚人の釈放を求め

ること､ 政治犯のための公平で迅速な裁判のためのキャ

ンペーンなどがある｡

(4) 2004－2006 活動報告１７

ＩＦＳＷの仕事は､ 世界各地の地域ごとに進められる

ようになってきた｡ アジア及び太平洋地域における

����プロジェクトは､ 生存者とその家族の支援を行っ

た｡ ラテンアメリカとカリブ地域の活動の活発化は､ ス

ペイン語により活用できる情報を増大させた｡ 大会は､

�つの重要な分野を提起した｡ それは､ ①貧困の緩和､
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②人権､ ③ソーシャルワーク職業の促進である｡

人権委員会のほか､ 貧困の緩和に関する委員会とソー

シャルワーク職業の促進に関する委員会を設置した｡ ソー

シャルワーク教育とトレーニングに関するＩＡＳＳＷと

の共同作業は､ 調査・研究を進めている｡ 大会で�つの

国 (アルメニア､ ルワンダ､ スーダン､ スワジランド)

が加わって､ メンバー国は��カ国となった｡

公式な声明文書は①健康､ ②��������､ ③人権､ ④

移住､ ⑤個人情報保護､ ⑥難民､ ⑦コミュニティー､ ⑧

若年者�子ども�､ ⑨高齢者､ ⑩女性､ ⑪グローバル化､

⑫先住の人びと､ ⑬環境､ ⑭平和と社会正義の��になっ

た｡

ＩＦＳＷは､ 国連先住の人びとに関する��年に関わっ

た｡ ｢危険な状況における子ども固有な問題｣ に関する

ミレニアム開発のゴールに注目した｡ 人権委員会は､ 組

織の新しい枠組みづくりに取り組み､ 地域参加を促した｡

倫理委員会は､ ����年をめざしたプロセスをはじめた｡

��は､ 政府及び多国籍企業のバイオレンスの脅威に関

する課題があることを強調し､ 自由の腐食､ 武器の開発

と消費に関するグローバル化によるインバランスの広が

りなどに警笛をならした｡

ＩＦＳＷの国連への関与に関する報告として､ 新しい

人類文明を､ 公平に共有し､ 今後��～���年に渡り持続

可能な生活を気づけるような世界的な合意文書を､ 世界

人権宣言の例のように作成する必要がある｡ 第一の視点

は ｢私たちは､ 貧困を人間関係と切りはなして考えるこ

とはできません｡ 私たちは戦争を止め､ この惑星の将来

を安全にするために､ 新体制を構築することを支援する､

有効な国連体制を望む｣ であり､ もう一つは市民フォー

ラムでいう市民の社会生活に関する宣言であり､ 人間の

コミュニティーの分断と貧困を縮小する戦略的な取組み

が必要で､ 不平等への関心と対応の緊急性が広く認識さ

れた｡

����年�月にニューヨークで開催された国連人権委員

会及び社会開発委員会は､ 社会的機能不全の多様性及び

問題の悪化が認識され､ 社会的機能不全をもった人々の

人権と自由の保障を検討することを目的にした｡ 連続性

を持つ問題は､ 社会的機能不全をもった人々が充分な生

活を送り､ 社会活動に全面的に参加する能力の向上を問

題としている｡

子どもの人権については､ 地方ごとに���カ国からデー

タが収集された｡ そのテーマは ｢子ども兵士｣ である｡

��カ国以上���万人以上の子どもたちが徴兵されている

と推測される｡ とくに､ アフリカ中部において厳しい状

況にある｡ 関連して､ 子どもたちの ｢遊ぶ権利｣ が脅か

され､ 難民キャンプではスポーツやゲームの役割が伝え

られなければならなかった｡ 子どもたちに対する継続的

な生活に関する基本的な物資の援助と､ 正常な生活スタ

イルを開発していく援助が必要である｡

ＩＦＳＷは､ 国連先住の人々の��年に積極的に関わっ

た｡ グローバル・ソーシャルワーク・デイは����年�月

��日で��回目を向かえた｡ ｢人権の挑戦：暴力と災害に

よる住居の喪失｣ をテーマとして���人以上のソーシャ

ルワーク学生が参加した｡ この催しの目的は､ ①国連に

対するソーシャルワーク職業のアピールと､ 国連とソー

シャルワーカーの対話の促進､ ②ソーシャルワークの技

術と能力を国連の職員及び各国代表に教育することであ

る｡

国連ナイロビ会議では､ ミレニアム開発の課題である

｢水の衛生とスラム街の改良｣ が進展した｡ ｢スラム街の

ない都市に向けた行動計画｣ では､ 様々な地域のニーズ

及び状況に即した国ごとの基礎資料が検討され､ スラム

街を評価する方法を調査した国連チームの提案は､ サブ

委員会に受理された｡ ＩＦＳＷが参加するサブ委員会で､

ＩＦＳＷは都市周辺のスラム街を他の地域に移すことは､

居住を移動させられる人々の人権を侵害する恐れがあり､

膨大な費用が必要となる｡ 人々の参加型開発行動プロジェ

クトを検討する必要があることを主張した｡ 都市の問題

の本質につながる活動は､ スラム街で働くチーム全体の

革新的連続的な向上を要求している｡

(5) 2006 総会議事録１８

����年度の総会は､ �月��日～��日にドイツ・ミュン

ヘンで開催された｡ ����～����年の活動報告に関する意

見として､ 中国は�つの点で反対した｡ 第一は死刑廃止・

軍縮などの政治問題との関連であり､ 第二は台湾に関係

していた｡ これに対して人権委員会は､ ＩＦＳＷの立場

は国連人権規約に従って死刑廃止の立場で一貫している｡

人権委員会は､ 人権および社会正義に関する政策と教育

マニュアルの修正は次期に行うとし､ ｢社会的文化的権

利｣ の位置づけを考慮すると報告した｡ 人権及び社会正

義に関する基本的指針は､ ソーシャルワークの倫理ステー

トメントと類似している点が多いと指摘し､ 両者の合併

を検討すると提案した｡ ソーシャルワークの定義も

����年までに合併すると提案した｡ 倫理委員会委員長

は､ ����年までに世界的な調査を行うとし､ 苦情を管

理するメカニズムの確立という課題が残っているとした｡

ソーシャルワークの定義については､ ����年までに世

界的な調査を行うこととした｡

貧困緩和特別調査会は､ 貧困緩和の研究を継続する｡

健康に関するＩＦＳＷのステートメントは､ 人権と社

会正義の要素としての健康である｡ それは国家間の､ そ

して各国の都市と田舎の､ 社会的要素に関わる不公平を

含む健康問題や国家間の､ そして各国の都市と田舎の､

ヘルスケアサービスへのアクセスに関する問題､ さらに

は医療技術に関する倫理上の問題 (例えば､ 臓器移植､

遺伝病スクリーニング､ 安楽死など)､ 環境に関する問

題を指摘している｡ そして､ ソーシャルワークと他のヘ

ルスケア専門職との関係や労働衛生上の問題を解決して

いく必要があるとした｡

総会決議では､ 世界中を巻き込んだグローバリゼーショ
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ンは､ 女性・子ども・年長者・障害者及び貧困層など世

界中の最も脆弱な市民を脅威にさらした｡ ソーシャルワー

カーは､ ＩＦＳＷの政策や倫理を道具として､ 原理や法

則を用いて､ 非暴力人道的な解決策を見つけるように国

家に働きかけていくこととする｡ ＩＦＳＷの平和に関す

る考え方や人権及び社会正義に関する考え方を国家に伝

え､ そのような方向に国家が働くことを促していくこと

とした｡ 国連の場においても平和を国連が支持するよう

働きかける｡ ＩＦＳＷは､ 非暴力人道的な解決策を通じ

て､ 自決を達成するようにすべての国やグループに働き

かける｡ ＩＦＳＷは､ すべての民族が本質的な人権及び

社会正義を尊重される環境に居住できる権利を持ってい

ることを強調する｡

����年から�年ごとの報告書の概要をまとめてみると､

上記のようになり､ ����－����年の焦点は､ 新しいソー

シャルワークの定義やその他の政策文書の採択に向けて

の準備が活発化した期間であったことがわかる｡ 次の�

���－����年では､ 新しいソーシャルワークの定義が採

択され､ それに伴うＩＡＡＳＷとＩＣＳＷとの連携が重

視されていくことになる｡ さらにその協働は���������

年の�年間で倫理と人権の声明の採択に向けて強められ

た｡ それと同時に､ 国連や��との連携が強まる時期で

もあった｡ 続く����－����年においては､ 国際ソーシャ

ルワークの展開が地域化するのと同時に､ 災害や貧困に

再び焦点があてられることになった｡ そして����年の総

会では����年に向けて､ 人権に関する声明とソーシャル

ワークの倫理原則並びにソーシャルワークの定義を一体

的統一的なものとするために準備を始め､ より一層ソー

シャルワークのビジョンとミッションを明確にしていく

動きを強めようとしている｡

��ＩＦＳＷブラジル世界大会
前節まででＩＦＳＷが取り組んできた���������年ま

での焦点を明らかにした｡ 次にサルバドール世界大会で

の議論の内容を記述し､ ����年に向けてＩＦＳＷが何

を問題とし､ 活動の焦点をどこにあてているのかをとり

まとめる｡ なお､ 同世界大会に先立ち､ ＩＦＳＷの総会

が行われている｡ 総会の議事録は本稿の執筆時点には公

開されておらず､ 同総会の全容を把握するためには時間

を要する｡ したがって､ 本稿では､ 一部公開されている

総会事前資料から､ その内容を要約し､ 続けて同大会の

内容を記述していくことにする｡

(1) ＩＦＳＷ総会２００８

ＩＦＳＷ会長であるデービッド �ジョーンズは､

����年総会の閉会時に�つの課題を掲げ､ それらすべ

てに進展がみられたが､ ソーシャルワークという職業を

十分に世界中の人々に理解されるように伝えることがで

きているとはいえないとし､ しかしながら､ ソーシャル

ワークの重要性や必要性およびその価値について各国の

政府及び国連の機関が認識しているのも事実であると述

べている｡ このことに自信を得て､ 私たちは､ ��世紀

の新しい経済と政治的な現実の中で自己を再発見し､ メッ

セージを伝えていく新しい方法を見つける必要があると

した｡ また､ 次の��年の社会行動計画は､ ＩＦＳＷの香

港����世界大会で明確な目標に結びつき､ ソーシャルワー

クが国際的に認識されるための活動は職業促進委員会が

担当し､ その中心的な活動が世界ソーシャル・ワーク・

デイであると確認した｡ つまり､ ＩＦＳＷのターニング

ポイントは香港����年にあると宣言し､ 今回の大会での

大きな挑戦は､ ラテンアメリカにおける言語優先権を認

識する新しい方法を見つけることであったとしている｡

また､ 香港大会までの重要な優先事項は､ 収入源の多様

化であり､ 活動するための財源を調達することが必要だ

という認識を示した｡ なぜなら､ ����年までの期間は､

いくつかの重要な調査およびプロセスを結論に導かねば

ならず､ 例えば､ 子どもの権利や地域の新たなイニシア

チブ､ ソーシャルワークの定義と倫理の統一､ ＩＦＳＷ

とＩＡＳＳＷとＩＣＳＷとの協調などを含んでいるから

であるとしている｡ ����－����の活動がスムーズに進ま

なかった要因として半年間にわたる事務局長の病気療養

や人権委員会並びに倫理委員会の委員長の退任表明があっ

たとも述べている｡

そのような中で､ 同総会で ｢貧困緩和とソーシャルワー

カーの役割に関する国際的方針草案２０｣ が議論のテーブ

ルに上ったことは､ 次期総会を見据えた動きとして評価

できる｡ すなわち､ 同草案ではソーシャルワーカーの役

割を次のように記述している｡

ソーシャルワーカーは､ 歴史的に､ 貧民とともにまた

貧民を代弁して活動する重要な専門職であった｡ 国際ソー

シャルワーク実践は､ 地域レベルでの貧困緩和活動に寄

与することができる｡ 注意すべき一つの役割はコミュニ

ティー開発である｡ コミュニティー開発は､ コミュニティー

分析､ 社会計画､ コミュニティーオーガニゼーション､

およびソーシャルアクションの技術を必要とする｡ コミュ

ニティー開発は､ 地区の居住者の経済的チャンスを活か

す能力を必要とする｡ ソーシャルワーカーの役割は､ コ

ミュニティー実践である｡ 貧困は個人的特徴と､ コミュ

ニティー資源と機会との複合的相互作用を含んでいる｡

コミュニティー実践は､ [個人-活動-コミュニティー]
を結びつける｡ これらを活用する個人的な能力とともに､

リソースと機会を高めることに着目する｡ 個人が成長す

るにつれて､ 共同体も成長する｡ 二つは互いに補強して

いる｡

同草案の末尾にはＩＦＳＷの方針声明が明確に記載さ

れており､ ＩＦＳＷの人権と社会正義に関する姿勢が顕

著に示されている｡ 主な項目は次のとおりである｡

・人権は､ すべての人にとって根本的である

・食物や生存における必需品を持つ資格を､ すべての
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人々が持っている

・2015年までに ｢極貧｣ の中で生きている人々の数を

半減するという MDGの提案を支持する
・国連および貧困緩和に向けた政策を支援し進める民

間組織や NGOと協働する
・貧しい人々は自身と子どもたちのために経済的社会

的な進歩を享受する権利がある

・ ｢極貧｣ を緩和するソーシャルワークの実践

・女性が貧困の危険にさらされていることの認識

・貧困を緩和する 1つの手段として､ ジェンダー均等

を推進する MDGを支援する
・子どもが ｢極貧｣ にさらされ､ 若年死および教育の

不足が多くの場合､ 家族の欠乏の副産物であると認識

する

(2) ブラジル世界大会

����ブラジル世界大会����の主催者������� ������

���������によるメッセージでは､ 大会テーマの ｢グ

ローバルな､ そして不平等な社会における､ 権利の実現

に向けた挑戦｣ の焦点は､ ①地域的そして国際的な多様

性に加え､ 労働／貿易と社会的格差が推し付けてくる､

社会経済的プロセスのグローバル化と著しい社会的不均

衡､ ②破壊的な資本主義的モデルにより､ 生活と社会に

必要な自然資源が絶滅の危機に瀕していること､ ③世界

的紛争による軍備の増強が､ 政治的交渉の妨げになるこ

とであり､ 大会を通じて世界中のソーシャルワーカーが､

①人権と②団結に基づく公正な世界の構築に寄与する倫

理的・政治的・専門職的実践ができる経済的・政治的・

文化的デモクラシーを擁護していくことを､ 批判的社会

思考による先進的な討議を体験する機会としたいと述べ

ている２０｡

続く��������������(ブラジル) によって行われた

大会講演は､ テーマ ｢グローバル化と不平等が進行した

社会において権利を確立するための挑戦｣ と題して以下

のような趣旨で行われた２１｡

権利を確立するとはどのようなことなのか､ 人間だ

から人権を保持していることが前提で話されてきた｡

当然に､ 文化に対する権利も含まれる｡ しかし現実に

は､ 社会的権利と権力との間に対立がある｡ 社会的権

利は､ 市民権を中心として人びとの生活の質の向上を

認める｡ 権力は政治による秩序の維持を政府に認める｡

権利という秩序に対して､ 資本主義がシステム化して

きたのは経済という秩序である｡ 政府は経済秩序を政

治的秩序と結びつけてコントロールしてきた｡ そこに

は生産性の向上という名の正義があり､ グローバル化

という基準の中の淘汰を黙認してきた｡ これが [貧富

の差] を助長した｡

生産性の向上は [新しい貧困] や [権利侵害] を生

んだ｡ 消費による短期間での収益を得ることをねらい

とする市場は､ 貪欲である｡ しかし､ 消費にも限界が

みえている｡ 生き延びようとするために発展させてき

たのに､ その発展が貧困につながったのだ｡ 歴史的な

視点から資本主義経済と労働者について問い直しが必

要である｡

世界の人びとは､ 基本的な人権を求めていることを

忘れてはならない｡ 私たちはどのような社会にしたい

のか､ するべきなのかを常に問い続ける必要がある｡

絶対的な真実はなくなり､ 健全な意見交換こそ大切で

ある｡

2000年の国連の目標～ミレニアム・アジェンダは､

資本のグローバル化のみを拡げることに役立った｡ そ

こには規制緩和とフレキシビリティという特典がつい

ていた｡ 一方､ 労働者は ｢中世期の壁｣ の再現に晒さ

れている｡ ソーシャルワーカーが､ 経済に疎かったこ

との結果かもしれない｡

このような状況を打開するためには､ これまでの民

主主義では限界がある｡ なぜなら､ グローバル化は､

国家の権力をも退けたのだ｡ 貧困のグローバル化を撲

滅しようとして､ 治安の問題が発生した｡ 貧困の問題

を撲滅しようとして､ 国家のテロリズムが発生した｡

人権概念が空洞化し､ 見直しが叫ばれるようになって

いる｡ 人権と社会保障は分離してはならない｡ 私たち

は ｢ホスビリリズム (可能性主義)｣ を取り入れよう｡

可能性主義は､ ①ユートピア主義ではない､ ②誤った

中立主義ではない､ ③ ｢対立｣ ｢確執｣ を隠さない､

④ ｢後ろ盾｣ が必要な場合がある｡ 平等は相対主義的

認識である｡

私の提案は､ 人権の地球規模化である｡ 具体的に世

界の人口の半分以上にアプローチする連帯を求め､ 実

際的な人権の確立を求める｡ 不平等な社会を変えてい

ける可能性はあるのだから､ 人権を政治に任せてはな

らない｡ 私たちが進むべきキーコンセプトの例をあげ

れば､ ｢環境破壊｣ ｢社会調整｣ ｢社会秩序の変革｣

｢『人権』 の確立のための社会変革｣ などがある｡ こう

した運動を個人ではなく連帯し､ 共同体として行おう｡

この会議が確実な一歩となるようみんなで闘おう｡ 目

指す到達点は ｢同胞愛・自由・平等｣ である｡

(3) 大会詳報

参加者����名以上を集めたブラジル大会では､ 表１の

ように���本を超える発表が行われた｡

筆者は､ これらの発表のうち､ ＩＦＳＷの重要な課題

である人権と倫理､ ソーシャルワークの定義に関連する

���１の分科会に参加したので､ 同分科会での発表内容

について､ 簡潔に紹介しておきたい｡

������������������南アフリカ�は､ アフリカ人女性

の権利と民主化に対するグローバル化が与えた影響につ

いて報告し､ ���の努力によって雇用が改善し､ 女性の

����％／男性の����％が仕事を得た｡ しかしながら､ そ

れらの人々の約半分は１日�ドル以下の収入で生活して

研究紀要 第10号

― 106―



おり､ その数は���万人に上る｡ 背景には､ ジェンダー

の問題や人種の問題があり､ 人種問題の背景にはステレ

オ・タイプの先入観による役割認識があり､ 正当な評価

がなされる余地がない｡ また､ すべての子どものうち�

�％が小学校に通ってはいるものの､ 小学校を卒業でき

るのは��％に過ぎず､ 特に問題が深刻なのは女子の退

学で､ その理由は性的虐待であると報告した｡ さらに南

アフリカの問題は ｢水｣ へのアクセス権にある｡ 水を手

に入れることができるということは基本的な人権である

のに､ 女性は毎日､ 一日に��ｋｇの水を�キロの道の

りを歩いて運ばなければならないアンペイドワークを強

いられている｡ ソーシャルワークの課題は経済原理への

挑戦である｡ 一つのコミュニティーでは多国籍企業に適

わず､ 対抗するために多くのコミュニティーによるネッ

トワークが必要になる｡ それを理解するためにも教育が

必要である｡ 人権を守る開発教育が有効だと考える｡ 学

ぶべきことは根本的な自由とは何かを教え､ 深く新しい

スキルを身につけるのに役立つからだと報告した２２｡

��������������������������(ニュージーランド)

は､ ニュージーランドにおけるメンタル・ヘルス･カウ

ンセリングがいかに人々の����������に役立つかにつ

いて検討した結果を報告している｡ しかしながら､ この

報告に関してはアプローチするグループとそうでないグ

ループとの比較研究における倫理的課題が明確にされて

いないという限界が指摘された２３｡

���������������������(ベルギー) は､ ソーシャル

ワークの倫理における義務論の適用について報告し､ 倫

理と法律と義務の実践的区分とつながり､ ソーシャルワー

ク教育の方法におけるレベルと自他関係の理解という課

題を導く｡ とくに������は､ ������������������(モ

ラル､ 価値､ 規則) と同義にとらえられているという問

題を取り除く方法を考案しなければならない｡ そこに�

����������義務論�が役立ち､ 職業人としての私たちに期

待されるものは何かを哲学的な思考によって焦点化し､

���������存在論�と���������自治・自律�と����������

�他律�とを調和させる必要があるとした２４｡

������������(オーストラリア) は､ ｢倫理実践の天

秤理論｣ と題する発表で､ 倫理上の民主的手続きの必要

性を強調した｡ 個人の価値観が多様であれば､ ワーカー

間で民主的に一致した綱領の成立は難しく､ サインでき

ないだろう｡ また､ 一致できるとすれば､ その一致は妥

協の産物であり､ かつ､ 後にジレンマを生み､ 守れない

可能性がある｡ さらに民主的な手続きにより一致させた

ならば､ それに同意できなければ､ 造反者として ｢ソー

シャルワーカーではない｣ と烙印を押され､ ソーシャル

ワーカー集団が排他主義者の集団に陥ってしまうのでは

ないかと疑問が呈した２５｡

��������������������������(スウェーデン＆エジ

プト) は､ ｢ソーシャルサービスによる人権の現実｣ と

題して報告し､ 人々の社会的権利を実現させるためのソー

シャルサービス実践は､ 経済政策に引けをとらない価値

があり､ ソーシャルサービスと経済政策とが共存してい

ける協定を結んでいく必要があるとした２６｡

�������������(スコットランド) は､ ソーシャルワー

ク・ステートメントの外部調査を通じて､ 権利を保護す

ることの重要性について報告した｡ 人間が人権を有して

いることをどのように証拠づけるのかと問い､ いかにし

て人権に即した実践をしていると実証するのか､ とくに

子ども家庭福祉において､ 外部調査による評価が必要で

あり､ 組織的にはリーダーシップの質が問われ､ それを

評価するための包括的なチームが必要であり､ その過程

の評価が求められるとした２７｡

人権委員会の委員長エリス・エンバル��������は､

｢国際的な衝突と人権侵害へのソーシャルサービス｣ と

題するラウンドテーブルにおいて､ 次のように語ってい

る２８｡

ソマリアやコロンビアなどの最貧国の貧しさは､ 暴

力と結びついている｡ ソーシャルワーカーの望みは､

貧困を撲滅することである｡ しかし､ そこには対立軸

があり､ その軸とは国家的規模で起こっている経済を

保護する資本主義の影響である｡ 人権を享受できない
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№ 分科会テーマ 口頭
ポス
ター

計 ％

�
ソーシャルサービス､ 倫
理と人権

�� � �� ���

�
社会問題､ 欠乏と社会政
策 ��� �� ��� ����

�
ソーシャルワークと法的
関連 �� �� �� ���

�
ソーシャルサービス理論
とアプローチ �� �� �� ���

�
ソーシャルワーカーの活
動と職業 �� �� ��� ����

�
地方における社会運動と
環境 �� �� �� ���

� 家族と社会関係 �� �� �� ���

� 子ども､ 若者の権利 �� �� �� ���

� 老化と高齢者の権利 �� �� �� ���

�� 暴力と公安 �� �� �� ���

��
社会的保護政策とソーシャ
ルサービス �� �� ��� ����

�� 専門職養成教育 �� �� �� ���

��
人種の関係とソーシャル
サービス �� � �� ���

�� グローバル化と移住 � � �� ���

��
障がい者の権利とソーシャ
ルサービス �� � �� ���

��
災害時ソーシャルワーク
活動 �� � �� ���

��
難民､ 移民の権利の再検
討 � � � ���

計 ��� ��� ��� �����



多くの国並びに人びとがいるというのに､ 経済保護が

優先されている｡

貧富の差を是正しようという考え方には､ 世代間格差､

北アメリカ諸国､ 北欧と北米の違いも見逃せない｡ こ

れらの最富裕国は､ 人権は大切だが､ 国家の経済優先

の政策が結びつかず､ ましてや人権を根底にした国際

協力が十分に理解され実行されているとは言い難い状

況にある｡

貧困の撲滅をめざしたプレミアムサミットのアジェ

ンダ21は実効性が乏しい｡ なぜなら､ 経済政策で ｢貧

困の撲滅｣ に対する答えが出せるとは考え難いからで

ある｡ しかし､ ドキュメントへの接近と理解がなけれ

ば､ 最富裕国と最貧国との対話の基準もなく､ まして

や人権についての対話もなされない｡ 私たちは政府間

の対話を重視していかなければならない｡

私たちは30年前に女性の問題､ とくに若い母親のメ

ディカルケアの問題についてのドキュメントを作成し

た｡ そこには国際法に照らして､ 人権の主体に子ども

も含まれていることを確認した｡ しかし､ 国際法と国

内法との不整合や不適合が未だに残された課題である｡

暴力に関するドキュメントにも､ 人権の尊重が示され

ている｡

私たちの目標達成は ｢夢｣ なのか｡ ソーシャルワー

カーは､ いかなる社会や文化の障壁をも超えて､ 専門

的な教育により､ 社会保障・社会サービスに貢献でき

るだろう｡ 社会サービスは十分ではなく､ 世界中でブ

ラックマーケットがはびこるシチュエーションが残さ

れている｡

IFSWは､ あらゆる衝突に対して行動する｡ 人権と
暴力という対立に対しても､ サポートの方法・方策を

指し示すドキュメントを提示する｡ 国と国の対立にお

いても､ ソーシャルサービスは社会的なニーズによっ

て方向づけられる｡ 人権はすべての国で実現しなけれ

ばならない｡

続いてフィリピンの��������������������は､ 人権と

社会正義がソーシャルワーカーの理念であることを確認

し､ 人類の歴史が人間の尊厳という理念を生み出したと

前置きし､ 次のように述べた２９｡

世界中で [対立] はやまず､ 将来的な [対立] に対

して､ 警笛を鳴らしていく必要がある｡ 具体的には､

女性やエスパニッシュ系住民の人権､ フィリピンの地

方における貧困の拡大など､ これらすべてが ｢暴力｣

である｡ 幼児期にダメージを受けた世代は､ 人権が守

られている子どもたちを ｢ラッキーチュルドレン｣ と

呼称して逆ラベリングしている｡ 政府は経済に力を注

ぎ､ ソーシャルワーカーは人権に力を注いでいる｡ 子

どもたちを救うのに 10 年間で必要なコストは､ 政府

が経済に注いだコストのほんのわずかにしかすぎない｡

アメリカはグローバリゼーションという名のもとでの

搾取を助長している｡ 人びとを ｢経済｣ のもとでコン

トロールしている｡ 富裕国と最貧国の対立は､ 富裕国

がマジョリティだと思い込んでいるところにある｡ そ

うではなく最貧国に住んでいる住民がマジョリティで

ある｡

道は険しいけれども [グローバル・ジャスティス]

をめざし､ [グローバル・ファイナンス] を､ 暴力な

どの対立の解消のために活用すべきである｡ 創造すべ

きは､ 暴力などの対立を解消するコミュニティーであ

る｡ ジェノサイドを再び呼び起こしてはならない｡ 国

家間のコミュニティー並びにコミュニケーションによ

り､ 新しい国際人権法が必要である｡ ソーシャルワー

カーは､ ヒューマニティによる行動をする｡ ヒューマ

ニティの確保が最大の挑戦でもある｡ IFSWのインパ
クトは ｢Stop the war (戦争を直ちに止めよ)｣ であ
る｡ もう一度 ｢正義｣ について問い直そう｡ アウンサ

ンスーチーの志を忘れてはならない｡ ローカル・コン

フリクトからの解放が必要である｡

大会閉会に時に����会長は次のように述べた３０｡

今､ ソーシャルワークは､ どこにいるのか｡ グロー

バリゼーションには､ 肯定的な面と否定的な面がある｡

今､ ソーシャルワーカーはグローバルな社会危機に直

面しているし､ 社会的な危機がグローバル化したと認

識することもできる｡ それは､ 生命の基本に関する問

題であり､ 食物・水・力・移住・戦争に関わる大きな

社会的インパクトとして再登場した｡

グローバル化による変化の第一には､ ポスト･モダ

ンの危険性や経済的格差､ 社会危機､ 結束の中での傾

斜､ 変化の可能性の連関が認識されなければならない｡

第二にソーシャルワークが国際的な職業になり､ ソー

シャルワーカーのグローバル化が必要で､ グローバル

化した社会問題､ 例えば疾病と流行病・環境・個人と

その家族およびコミュニティーに対応できる､ 日常的

な活動を､ 今､ 私たちすべてがグローバルな状況の中

で働くことを視野に入れ､ 結束してグローバルなスト

レングスを獲得しよう｡ IFSWの挑戦は､ 意思疎通を
明確に成し､ よく理解し合ったうえでの会員組織を支

援することである｡

以上､ 概観してきたＩＦＳＷのソーシャルアクション

とそのための理念のアウトラインを整理しておくと､ 表

２のようになる｡

��考 察
以上のようなＩＦＳＷの動向から､ わが国のソーシャ

ルワークを取り巻く情勢並びに関係学会・職能団体で行

われているソーシャルワークに関する議論において､ 欠

落していること､ または不明確なことなどを抽出してい

くことにする｡ 分析にあたっては ｢グローバル・シンキ
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ング､ ローカル・アクト｣ というソーシャルワーク学に

いう射程の構造学的視点に焦点をあて､ ミクロ・メゾ・

マクロのソーシャルワーク実践対象をいかにとらえよう

としているのかを考察していくこととする｡

(1) 学術会議の提言

�����年７月にわが国で公表された日本学術会議社会

学委員会・社会福祉学分科会の提言 ｢近未来の社会福祉

教育のあり方について―ソーシャルワーク専門職資格の

再編成に向けてー｣ の骨子は､ ①国家資格である社会福

祉士養成科目に留まらず､ 生活文化・生活の質・利用者

理解という ｢価値｣､ 利用者の直接的・間接的援助等の

多様な援助に関わる ｢支援技術｣､ 計画・参加システム・

サービス供給体制を含む ｢政策｣ の総合的な理解を進め

る教育が志向され､ ②大学院教育では､ 高度専門職教育

としてのスぺシフィックな専門職教育を推進し､ ソーシャ

ルワーカーには深刻な生活課題への対応が求められてお

り､ かつ医療・保健・司法・教育等の専門職との連携が

不可欠になってきている現状にあって､ 生涯学習できる

教育体制の整備を求め､ ③社会福祉教育の内容において

は､ リベラル・アーツを含めた学際的教育が必要であり､

同時に職域の拡大に伴う､ 社会福祉教育の固有性につい

てより明確にしていく必要性を強調し､ ④地方自治体レ

ベルでの研究・教育・実践の連携の強化していくこと､

⑤職能団体や他の専門職との密接な関係を作り､ 国際社

会福祉教育連盟や国際ソーシャルワーカー協会の国際基

準を発展させ積極的な役割を果たしていくことなどとなっ

ている３１｡ このような骨子の提言は､ 今日の日本におけ

るソーシャルワーカーの養成教育の現状と課題に即して

的 (まと) を得たものであると評価できる｡ しかしなが

ら､ 同提言の骨子⑤にみられるような国際社会における

積極的な役割を､ アジア地域における連携･協働を強調

するにとどめているところに限界を感じざるを得ない｡

(2) 提言への反証

第１に､ わが国における社会福祉士資格制度と国際標

準でいうソーシャルワーカーとの相違点は､ 制度確立期

から一貫して議論の対象となってきており､ 未だ結論が

でていない点に関する｡ 社会福祉士という専門職に求め

られる専門的職務内容は､ 社会福祉士制度が成立してか

ら今日に至るまでに積上げられてきた社会福祉士のアイ

デンティティ構築の過程であることを無視できず､ 社会

福祉士自身がめざした自画像は ｢権利擁護者｣ であり､

その社会的認知を獲得するために実践力とアクションを

展開してきた３２｡

第２に､ 理念的なレベルから一考すれば､ ソーシャル

ワーカーの倫理綱領との矛盾を指摘せざるを得ない｡ す

なわち､ ����年に採択されたＩＦＳＷのソーシャルワー

クの倫理－原理に関する声明においても日本で����年

に採択されたソーシャルワーカーの倫理綱領においても､

社会正義としての平和擁護と環境破壊への対応が明確に

されている｡ しかしながら､ 上記の提言においては､ 平

和擁護や環境破壊への対応に関する視点が明示されてい

ない｡

第３に同提言はコミュニティーでの実践を重視し､ わ

が国のソーシャルワーカーの実践の場がコミュニティー

であると認識し､ それに即した教育のあり方を提言して

いる｡ その一方､ ＩＦＳＷの認識は､ 実践現場をグロー

バルにとらえ､ かつローカルに活動することを念頭にお

き､ 国境を越えた連帯によるソーシャルアクションをめ

国際ソーシャルワークの動向とわが国の課題
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年 次 アウトライン

���������年
・ソーシャルワークの新しい定義の策定に向けた取り組み ・国連子どもの権利条約に対応したソー
シャルワーク実践マニュアルの策定に向けた取り組み ・国連ミレニアムサミットに予定されてい
る ｢人間開発｣ の考え方に対応した人権に関する声明 (案) の策定に向けた取り組み

���������年
・新しいソーシャルワークの定義の可決とこれからの取り組み ・ソーシャルワークの倫理－原則
と基準 (案) への取り組み ・アメリカで起きた�月��日のテロリズムに反対する声明

���������年

・長崎大会の中止と��周年大会の準備 ・先住の人々へのソーシャルワークに関する声明 (案)､
グローバル化がもたらす影響に関する声明 (案)､ ソーシャルワークの倫理－原則と基準の採決､ ソー
シャルワーク教育に関するグローバル基準の採択 ・国際社会福祉教育学校連盟 (�����) との連
携・協働の強化 ・��との連携の強化

���������年
・国連への参画 (ミレニアム開発) と国際ソーシャルワークディ・アピール
・アフリカおよび各地での貧困の激化への認識
・それを踏まえた人権とソーシャルワーク・マニュアルの改正への取り組み

���������年
・国際社会福祉協議会 (����) との連携
・ソーシャルインクルージョン：貧困と社会的不平等への対峙
・事務局長の療養､ 倫理委員長並びに人権委員長の退陣

���������年
・暴力と結びついた貧困への対応 ・すべての人が等しく発言できるというグローバル化の実現
・生命の基本 (食・水・平和・環境・移動) に関する問題への対応
・香港大会での大きな前進のための準備



ざしている｡ つまり､ 同提言でいうマクロレベルの実践

現場が地域社会であり､ ソーシャルワーカーに期待され

る役割はチームケアやマネジメントであるのに対し､ Ｉ

ＦＳＷがいうマクロレベルとは地球市民が活躍する世界

福祉､ 福祉社会であり､ その中心的機能はソーシャルチェ

ンジとソーシャルアクションであるのだ｡ つまり､ 構造

学的認識においても相違点を見出すことができる｡

第４に����年にオーストラリア・アデレードで採択さ

れた ｢ソーシャルワークにおける倫理－原理に関する声

明｣ は､ 序文･ソーシャルワークの定義に続いて､ 国際

条約の位置づけが項目立てられ､ 次のように記述されて

いる｡

国際的人権宣言と条約は､ 共通した達成基準を形成

し,グローバルコミュニティで受け入れられている権
利を認識する｡ ソーシャルワーク実践と活動に特に関

連性のある文書は､ ①世界人権宣言､ ②市民的および

政治的権利に関する国際規約､ ③経済的､ 社会的およ

び文化的権利に関する国際規約､ ④あらゆる形態の人

種差別の撤廃に関する国際条約､ ⑤女性差別撤廃条約､

⑥子どもの権利に関する条約､ ⑦先住民族と部族の人

びとに関する条約 (ＩＬＯ条約第169条) である｡

つまり､ ＩＦＳＷが国連や���との連携を強めて活

動していこうとするとき､ 国連に対する事前の働きかけ

(ロビー活動) を行い､ かつ､ 採択された条約等に対し

ては､ 積極的に支持し､ その理念の具現化に向けて実践

しようとしているのである｡ したがって､ 今後もＩＦＳ

Ｗは国連やその他の機関に事前協議を働きかけ､ 積極的

な意見表明をし､ 採択後にはＩＦＳＷの政策文書上で支

持を表明していくものと推察できる｡

第５に､ 続く倫理原理 ｢社会正義｣ の項では､ ソーシャ

ルワーカーは､ 社会正義を促進する責任があるとされて

いる｡ 具体的には､ ｢ソーシャルワーカーは､ 自分たち

が実践する社会での民族的・文化的な多様性を認識し､

尊重しなければならない｡ そこで個人・家族・グループ・

コミュニティーに違いがあることを考慮しなければなら

ない｡｣ とされている｡ さらに ｢不当な政策と実践への

挑戦｣ があり ｢ソーシャルワーカーには､ 自らの雇用者､

政策決定者､ 政治家と一般市民の注意を促し､ それらに

貧困の中で人びとが生活している状況や､ 資源が不適切､

もしくは､ 資源の分配・政策・実践が圧政的で､ 不公平

で､ 有害である状況に関心を向けさせるという職責があ

る｣ としている｡ つまり､ ＩＦＳＷは他民族・他文化へ

の理解と尊重を社会正義の一貫と位置づけ､ それが実現

していない社会は不正義な社会であると認識しているの

である｡ 一方､ わが国においては､ マルチカルチャリズ

ムに基づく多文化共生を実現することが社会正義に適う

という発想には至っていないのである｡

��結 論
本研究で得た結論は､ ＩＦＳＷ関連の動向と日本学術

会議の提言とを比較対象として例にとれば､ 国際水準で

いうソーシャルワーカーに一定レベル近づきつつも､ 未

だわが国の資格並びに施策・制度の枠組みの中でのソー

シャルワークに留まり､ わが国のソーシャルワーカーの

職域拡大のための提言がなされたに過ぎないものであっ

た｡ つまり､ 国際的には､ ソーシャルワークが本来的に

果たしてきた役割＝貧困への挑戦や緩和に焦点があてら

れ､ ＩＦＳＷは国際的なソーシャルアクションを提唱し

ているにもかかわらず､ わが国においては､ マクロの領

域におけるソーシャルワークが不明瞭となり､ 平和擁護・

環境保全・死刑廃止という理念に関する議論とソーシャ

ルワークの普遍的価値である人権と社会正義の相互作用

と両立についての議論が曖昧なままであるのだ｡

したがって､ わが国のソーシャルワークを発展させる

ためには､ 今一度､ 国際的なソーシャルワークに係る哲

学・思想・理念など基礎的な研究を積上げ､ ソーシャル

ワーカーに期待される役割として国内・国外を問わず支

持されている理念－人権の擁護と社会正義の実現－につ

いて､ 真摯な議論が必要であると考えるものである｡ そ

して､ その議論と実践とを連結させ､ ソーシャルワーク

学を体系化することが､ わが国の喫急の課題である｡ ま

た､ ソーシャルワークにかかる議論に寄与でき得る研究

を絶え間なく進めていくことが本研究の今後の課題でも

ある｡

註�

１ ソーシャルワーク学とは ｢価値・知識・技術と役割

の科学化に基盤をおき､ 人権と社会正義に関する実践

思想を構築している｡ ソーシャルワークの実践科学は､

人とソーシャルワークの実践モデルやアプローチにか

かる科学に支えられている｣ と定義されている｡ 川廷

宗之編 『社会福祉士養成教育方法論』 弘文堂､ ����
２ 岡本民夫 ｢国際社会福祉総説｣ 『エンサクロペディア

社会福祉学』 中央法規､ ����
３ 例えば阿部志郎・井岡勉編 『社会福祉の国際比較､

研究の視点・方法と検証』 有斐閣､ ����がある｡
４ 岡本民夫 ｢国際比較研究の意義｣ 『エンサクロペディ

ア社会福祉学』 中央法規､ ����
５ 埋橋孝文 ｢国際社会福祉における比較対象と視点｣

『エンサクロペディア社会福祉学』 中央法規､ ����
６ 日本のソーシャルワークの到達点を吟味する際､ 看

過することができない一つの見方として､ 日本社会福

祉実践理論学会の到達点がある｡ 同学会はソーシャル

ワーク実践モデルの開発や対象への新たなアプローチ

としてのナラティブ・アプローチに焦点をあてている｡
７ 秋元樹 ｢国際社会福祉とは何か｣ 『エンサクロペディ

ア社会福祉学』 中央法規､ ����
８ 井岡勉 ｢国際社会福祉の対象と扱うべき問題｣ 『エン

サクロペディア社会福祉学』 中央法規､ ����
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�� このマニュアルは日本社会福祉士会国際委員会訳

『ソーシャルワークと子どもの権利』 筒井書房､ �����
��
����年度は ｢多様性のある世界の構築｣ というスロー

ガンで�月��日に催された｡ 次回は����年�月��日｡
��
�������� ������ ���������� ������ ���� ��

��������������������������������������

��新しい倫理ステートメントは､ ����年のオーストラ

リア・アデレードで採択され､ 全訳は社団法人日本社

会福祉士会倫理委員会編 『社会福祉士の倫理､ 倫理綱

領実践ガイドブック』 中央法規､ ����に掲載されてい

る｡
��同ステートメントの翻訳は､ 日本ソーシャルワーカー

協会のホームページ (�������������������) に掲載｡
�� ｢先住の人々に関する声明｣ は､ 日本社会福祉士会

編 『社会福祉士の仕事』 �中央法規�に詳細｡
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��日本学術会議社会学委員会社会福祉学分科会 ｢提言

近未来の社会福祉教育のあり方について－ソーシャ

ルワーク専門職資格の再編成に向けて－｣ �������
��社会福祉士のアイデンティティ確立の歩みは 『日本

のソーシャルワーク研究・教育・実践の��年』 相川書

房､ ����
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